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研究成果の概要（和文）：第一に，子が一人の家族を考え，第1期に子が居住地を選択し，第2期に親が子の近く
に転居するか否かを決めるとする．ある公的年金の水準の下では親子は同居を選んだとしても，年金がある水準
まで上昇すると，子は所得が最大になる地点に居住し，親はそこには転居しないため，親子は別居する．第二
に，戦略的遺産動機を持つ親と二人の子からなる家族を考え，二人の子の居住地選択を検討する．親と子の選好
に依存して，二つの均衡が生じ得る．（1）長子が親の提示する遺産ルールを受諾し，親と同居あるいは近隣に
住む．(2）親は長子には遺産ルールを提示せず，次子が親の提示する遺産ルールを受諾し，親と同居あるいは近
隣に住む．

研究成果の概要（英文）：First, we examine the effects of public pensions on location patterns in a 
family, using a two-period model of residential choices, in which the child chooses her location in 
the first period, and the aged parents decide whether or not to move to their child’s location in 
the second period. Even if the parents and child live in the same home under a certain level of 
public pensions, the child eventually chooses to live in a location with potential for highest 
earnings, where the parents would not move, as public pensions rise. Second, we examine location 
patterns of two siblings whose parents have strategic bequest motives, Depending on the parents' and
 children's preferences, two patterns can arise: (1) the first-born child accepts the bequest rule 
the parents present, and lives with the parents or in their neighborhood; (2) the parents do not 
present a bequest rule to the first-born, and the second-born accepts the bequest rule to live with 
the parents or in their neighborhood.

研究分野： 財政・公共経済

キーワード： 社会保障　公的年金　居住地　家族
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
公的年金や介護保険は高齢者を社会的に

扶助しようとするものであるから，家族によ
る扶養の必要性を低下させることを通じて，
親と子の居住地に影響を与える可能性があ
る．親の扶養には金銭面での支援と介護な
どの生活支援があるが，後者を行うには同
居か近くに住む必要があるのに対し，前者
を行うにはその必要はない．したがって，
介護保険が後者を，公的年金が前者を補完
するものであると考えたとき，介護保険に
比べて，公的年金が同居率に与える影響を
直感的に理解することは難しい．しかし，
介護保険導入以前から同居率の低下は著し
い．そこで，公的年金が同居率を低下させ
るという仮説を検証する． 

 
２．研究の目的 
（１）家族の居住地選択のメカニズムを明ら
かにする．その際に以下の点に着目する． 
①親の転居の可能性：本研究では，学業を終
えて就職するときの子の居住地選択に焦点
を当てるが，子が遠方に住んだ場合，親が引
退後に子の近くに転居する可能性も考慮す
る．子は親のこうした行動も織り込んで，居
住地を決める． 
②子の数：子が一人のケースと複数のケース
に分けて考える．子の居住地パターンはこれ
らのケース間で大きく異なる可能性がある．
子が複数のケースでは，親へのアテンション
は彼らにとって公共財となり，居住地選択に
関して子の間にインタラクションが発生す
る．例えば，２人の子のうち，１人が親と同
居するか近隣に住み，もう１人が遠隔地に住
むとすれば，親へのアテンションの多くを提
供するのは前者になるため，兄弟を親の近く
に住まわせて，自分は遠くに住もうとする誘
因が働く． 
（２）公的年金が家族の居住地に与える影響
を検討し，同居率低下に理論的根拠を与える． 
 
３．研究の方法 
 本研究では，（１）子が一人の家族で，親
と子が居住地を選ぶケースと，（２）子が二
人の家族で，二人の子が居住地を選ぶケース
とに分けて，それぞれ別個のモデルを構築し
て分析を行う． 
 
（１）子が一人の家族で，親と子が居住地を
選ぶケース 
①２期間モデル 
 経済活動が直線上で行われる線形経済と，
1 人の親と 1 人の子から成る代表的家族を考
える．親は直線上のある場所に住み，そこで
子を育てる．その場所を 0地点と基準化する．
第 1 期において，子は学業を終えた後，居住
地 k を選ぶものとする．子は居住地があるロ
ーカルな労働市場で雇用され，そこで所得

( )Y k を得る．子の所得は居住地に依存し，こ
の線形経済における経済的中心地を Ck で表

すと，この地点で雇用されたとき最大の所得
が得られ， Ck から離れるにつれて，所得は低
下していく．第 2 期において，親は老年期を
迎え，転居するか否かを決める．親の居住地
p　の選択において，以下の 2 つの要因が重要
になる．第 1 に，子が親に対して提供するア
テンションの水準は親の居住地と子の居住
地の距離に依存する．すなわち， ( ,  )p k を
親の居住地と子の居住地の距離であるとす
ると，アテンションの水準は ( ( ,  ))a p k で与
えられ， ( ) / 0da d   を仮定する．第 2 に，
転居はコストがかかる．親は同じ場所に長年
住み，そこで社会的ネットワークを築き上げ
ている．もし転居することになれば，それを
失うことになるかもしれない．転居コストは
新しい居住地 p　と現在の居住地である0地点
との距離に依存し，  ( 0)p   で与えられる． 
②家族公共財 
 私的財と家族公共財の 2種類の財を考える．
家族公共財とは，その便益が家族のメンバー
全員に及ぶものであり，例えば，住居，家事，
家電品，庭などが挙げられる．ここでは，親
子が同居する場合には，家族公共財は純粋公
共財の性質を持つと仮定する．このとき，家
族公共財の供給量は，それに対する親の支出

pg と子の支出 kg の和で表される．一方，親
子が別居する場合でも，近隣に住んで互いの
家を頻繁に行き来するならば，家事や冷暖房
費のように，ある程度公共財としての性質が
残るものも存在する．しかし，このような一
方の家族公共財支出が他方の家族公共財消
費に及ぼすスピルオーバー効果は親子の居
住地の距離が大きくなるにつれて弱まり，十
分に大きな距離の下では，消失すると考えら
れる．したがって，親の家族公共財消費 pG ，
および，子の家族公共財消費 kG はそれぞれ以
下のようになる． 
 ( )k k pG g g     
 ( )p p kG g g     
ここで， ( )  は子（親）の家族公共財支出か
ら親（子）の公共財消費へのスピルオーバー
効果を表すパラメータであり， ( ) 0   ，

(0) 1  ，   のとき ( ) 0   を仮定する． 
③予算制約 
 親は，所得 pY ，年金給付 pT ，子からの所得
移転 の合計を，私的財消費 pC と家族公共財
に対する支出に配分する．親の予算制約式は
次式で表される． 
 p p p pC Y g T      
子は，所得から年金の保険料 kT を支払い，そ
の残りを私的財消費 kC ，家族公共財に対する
支出と親への所得移転に配分する．子の予算
制約式は次式で表される． 
 ( )k k k kC Y k g T      
また，公的年金が賦課方式であり，親の世代
と子の世代の人口が同じならば， k pT T T 
が成立する． 
④効用関数 
 子は親に対して利他的であり，子の効用関
数は，次式で与えられる． 



log log ( ( ))k k k k pU C G v a k U      
ここで，  (0 1)   は子の親に対する利他
性を表すバラメータであり， 0  を仮定す
る．また， ( ( )) ( ( )) 0k pv a v a      を仮定す
る．一方，親は非利他的であり，親の効用関
数は次式で与えられる．  

log log ( ( ))p p p pU C G v a k p      
⑤ゲームのタイミング 
 第 1 期において，（1）子が居住地 k を選ぶ． 
第 2 期において，（2）親が居住地 pを選ぶ，

（3）親が家族公共財に対する支出 pg を選ぶ，
（4）子が消費 kC ，家族公共財に対する支出

kg ，親への所得移転 を選ぶ（その結果，親
の消費 pC が決まる）． 
⑥分析の方法 
 以上のモデルにおけるゲームの均衡を導
出し，さらに公的年金が変化したときの家族
の居住地への影響を検討する． 
 
（２）子が二人の家族で，二人の子が居住地
を選ぶケース 
①戦略的遺産動機 
 親は戦略的動機（Bernheim et al., JPE, 
1985）に基づいて二人の子に遺産を配分する．
すなわち，親はより多くのアテンションを得
るために，遺産を利用して子を自分の近くに
居住させようとする．親は遺産総額b を決め
た後，まず長子に居住地 f と遺産分配比率

f を関連付けた遺産ルール（親が決めた居住
地を選ばなければ，遺産分配比率をゼロにす
るというルール）を，まず長子に提示する．
長子がそれを受諾した場合，次子はその下で
自らの効用が最大になる居住地 s を選択する．
長子が拒否した場合には，次に親は次子に遺
産ルール（親が決めた居住地を選ばなければ，
遺産は均等分配されるというルール）を提示
する．次子はそれを受諾するか否かを選ぶ． 
②効用関数 
 親は消費と子からのアテンションの総量
から効用を得る． 
 ( ) ( ( ) ( ))p p p p f sU u Y b v a f a s      

( )fa f ， ( )sa s はそれぞれ長子と次子が提供す
るアテンションである．アテンションは親子
の居住地の距離（親の居住地は 0 地点である
ため，子の居住地に等しい）の減少関数であ
る．また， ( )pv  はアテンションの増加関数で
ある． 
 子の効用関数は次式で与えられる． 

( ( ) ) ( ( ) ( )) ( ),   ,  i k k i k f s iU u Y i b v a f a s c a i f s     
( )kv  はアテンションの増加関数であり，子は

親がアテンションを受けることから満足を
得るが，それを自分が提供する場合にはコス
ト ( )ic a が発生する． 
③分析の方法 
 以上のモデルにおけるゲームの均衡を導
出する．そして，均衡における兄弟の居住地
と遺産配分のパターンを明らかにする． 
 
４．研究成果 
 分析により得られた結果は以下のとおり

である． 
 
（１）子が一人の家族で，親と子が居住地を
選ぶケース 
命題１（所得移転と家族公共財支出）：親と
子が同居するならば，妥当な条件の下で，子
は親に対して所得移転は行わない一方で，家
族公共財への支出をすべて負担する（ 0  ，

0pg  ）． 
補題 1（親の居住地）：子がある地点 Tk より
近くに住んでいるなら，親は子の居住地に転
居するが，それよりも遠くに住んでいるなら，
0地点に留まり転居はしない． 
補題 2（子の居住地）： 
(1)

0
lim

T T
k kk k k k

U U
  

  ならば， ck k  . 
(2a)

0
lim

T T
k kk k k k

U U
  

 かつ c
T

k kk k k k
U U

 
  

ならば, ck k . 
(2b)

0
lim

T T
k kk k k k

U U
  

 かつ c
T

k kk k k k
U U

 


ならば, Tk k . 
すなわち，（1）あるいは（2a）のケースで

は親子は別居するが，（2b）のケースでは同
居する． 
命題 2（年金の家族の居住地に対する効果）：
ある年金の水準の下で，親は子の居住地に転
居し，親子は同居するものとする．その水準
から年金が増加し，ある水準 T̂ に到達すると，
子は所得が最大となる ck に居住することを
選び，親はそこには転居しない． 
 
（２）子が二人の家族で，二人の子が居住地
を選ぶケース 
 まず，長子が遺産ルールを拒否し，親が次
子に遺産ルールを提示するサブゲームにお
いて，以下の結果が得られる． 
補題 3（次子に対する遺産配分）：次子の参加
制約条件がバインドしているとき（遺産ルー
ルを受諾する場合と拒否する場合とで次子
の効用が等しいとき）， 0b  ならば， 1s  で
ある． 
 すなわち，親が決めた場所に住むならば遺
産はすべて次子に与えるという遺産ルール
を親は提示する． 
補題 4（次子の居住地）：親が提示する居住地
s は子が遺産ルールを拒否し遺産が均等配
分されるときに選ぶ居住地 Hs よりも親の居
住地に近い（ Hs s  ）． 
補題 5（親と次子のサブゲームの均衡）：遺産
がゼロでない限り，次子が受け入れる遺産ル
ールが存在する． 
 次に，親が長子に遺産ルールを提示するサ
ブゲームにおいて，以下の結果が得られる． 
命題３（親と長子のサブゲームの均衡）：

0b  ならば，以下が成り立つ． 
(1)長子の参加制約条件上において，その傾
きよりも親の限界代替率の方が大きい場合： 
(a) 0f  （親と同居）が長子の参加制約条件
を満たさないならば，親は遺産ルール
( 0,  1)ff   を提示するか，あるいは，いか
なる遺産ルールも提示しない（次子に遺産ル
ールを提示する）．後者の場合，長子は 0f 



の下で効用が最大となる居住地 0f を選択す
る．  
(b) 0f  （親と同居）が長子の参加制約条件
を 満 た す な ら ば ， 親 は 遺 産 ル ー ル
( 0,  1)ff   を提示するか，あるいは，いか
なる遺産ルールも提示しない（次子に遺産ル
ールを提示する）．後者の場合，長子は 0f 
の下で効用が最大となる居住地 0f を選択す
る． 
(2)長子の参加制約条件上において，その傾
きよりも親の限界代替率の方が小さい場合： 
親はいかなる遺産ルールも提示しない（次子
に遺産ルールを提示する）．長子は 0f  の
下で効用が最大となる居住地 0f を選択する． 
 以下に命題 3を図解する． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１ 長子の参加制約条件と均衡：(1)(a)のケース 

図 1 の黒色の線は長子の参加制約条件（点 B
0( ,  0)f と無差別な点の集合）を表している．

これは 0( ,  0)f において上方にジャンプする．
なぜなら，長子が 0f を選ぶのは，遺産ルール
を拒否する（あるいは，親が長子に遺産ルー
ルを提示しない）場合なので，親は次子に遺
産ルールを提示するのに対し，長子がわずか
でも 0f よりも小さな f を選ぶのは，遺産ル
ールを受諾する場合であり，次子は自らの効
用を最大化する居住地を選択する．前者と後
者のケースを比べると，後者の方が s は大き
くなり，よって次子のアテンションは小さく
なる．これは， 0f からの f の微小な減少に
より， 0f  の下では，長子の効用は非連続
的に減少することを意味するので，効用を不
変とするには，それを補償するだけの f の非
連続的な増加が必要となる． 
 青色の線は親の無差別曲線を表しており，
左下に位置するものほど高い効用に対応し
ている．したがって， 0f f の領域において，
親の効用が最大になるのは点 A となるので，
点 A の方が 0f f である点 B よりも親の効
用が高ければ，点 A に対応する遺産ルール
( 0,  1)ff   を提示するのに対し，逆の場合
には，遺産ルールを提示しない． 
 図 2 は(1)(b)のケースを表しており，図 1
の(1)(a)のケースとの違いは長子の参加制
約条件の形状（ 1f  で縦軸と交わる）であ
る（この違いは選好の違いに依る）． 0f f の
領域において，親の効用が最大になるのは点
A となるので，点 A の方が 0f f である点 B
よりも親の効用が高ければ，点 A に対応する
遺産ルール ( 0,  1)ff   を提示するのに対
し，逆の場合には，遺産ルールを提示しない． 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2 長子の参加制約条件と均衡：(1)(b)のケース 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3 長子の参加制約条件と均衡：(2)のケース 

図 3 は(2)のケースを表している．このケー
ス で は ， 0f f の 領 域 に お い て ，

 0

0
limf f





  の下で親の効用は最大になる
が，これよりも 0f f の下での親の効用の方
が大きい．なぜなら，後者の方が次子のアテ
ンションが大きいからである．したがって，
親は長子に遺産ルールを提示しない． 
 現時点で得られている結果は以上である
が，第 1 ステージにおける親の遺産b の選択
についてさらに検討を進めていく． 
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番号： 
出願年月日： 
国内外の別：  
 
○取得状況（計 0件） 
 
名称： 
発明者： 
権利者： 
種類： 
番号： 
取得年月日： 
国内外の別：  
 
〔その他〕 
ホームページ等 
http://www.econo.chukyo-u.ac.jp/academi
cInfo/discussionPdf/1607.pdf 
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